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資料№１

広　　島　　労　　働　　局

令和７年５月１日現在

区 分 氏            名 現　　　　　　　　　　職

岡 田　行 正 広島修道大学　教授

酒 井　朋 子 税理士

中 原　良 子 弁護士

三 井　正 信 安田女子大学　教授

村 上  恵 子 県立広島大学　教授　　

佐 﨑　𠮷 宏 日本基幹産業労働組合連合会広島県本部　事務局長

角　直樹　 電機連合広島地域協議会事務局長

橋 本 　　聡 日本労働組合総連合会広島県連合会　副事務局長

林　秀彦 ＪＡＭ山陽広島県連絡会　事務局長

藤村　直樹 自動車総連広島地方協議会　幹事

池久保　典也 株式会社 池久保電工社　代表取締役社長

木村　康宏 広島県経営者協会　専務理事

蔵田　秀和 広島県中小企業団体中央会　専務理事

長谷川　信男 広島県商工会連合会　専務理事

　光村　暢純 ミツヤ工業株式会社　代表取締役社長
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令和７年９月 22日 

 

広島地方最低賃金審議会 

     会長 岡田 行正 殿 

 

広島地方最低賃金審議会 

    検討小委員会 

座長 酒井 朋子 

 

広島県特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について（報告） 

 

当小委員会は、令和７年９月４日広島地方最低賃金審議会において付託され

た標記について、審議を尽くした結果、下記の広島県特定最低賃金について改

正決定する必要性については、全会一致に至らず、必要性有りとの結論に達し

得なかったので報告する。 

 

記 

 

１ 広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業最低賃金 

２ 広島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 

３ 広島県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金 

４ 広島県自動車小売業最低賃金 

 

なお、本件の審議に当たった委員は次のとおりである。 

     公益代表委員   座長  酒井 朋子 

                  岡田 行正 

     労働者代表委員      佐﨑 吉宏 

                  橋本 聡 

     使用者代表委員      蔵田 秀和 

                  長谷川信男 
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